
稲城市福祉部高齢福祉課介護保険係

令和４年８月更新

○訪問介護における院内介助

福祉用具以外のサービス導入手続きについてのフローチャート

いいえはい

市への個別相談は不要です。

サービス担当者会議等で必要性について検

討し、サービス導入開始。

○同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助

全ての同居家族等が要支援または要介護認定受けている

市への個別相談が必要です。

下記必要書類を提出してください。

【居宅介護支援事業所】

・個別相談様式

・居宅サービス計画１～４表

【介護予防支援事業所】

・個別相談様式

・介護予防サービス支援計画表

(A～E表別紙)

市への個別相談が必要です。下記必要書類を提出してください。

必要に応じてその他の書類の提出を求める場合があります。

【居宅介護支援事業所】

・個別相談様式

・居宅サービス計画１～４表

備考

・必ず院内介助を必要とする病院へ「病院職員やボランティア等による介助の可否」について問い

合わせ、問い合わせ先の部署名および問い合わせ日時、介助可否、可否の理由について個別相談様

式に記載してください。

【介護予防支援事業所】

・個別相談様式

・介護予防サービス支援計画表

(A～E表別紙)



○認定有効期間の半数を超える短期入所生活介護等の利用

市で内容審査の結果必要と判断された場合はサービス導入可能となります。

適否については概ね２週間程度を目安に郵送にて回答します。

【介護予防支援事業所】

・個別相談様式

・介護予防サービス支援計画表

(A～E表別紙)

結果について

市への個別相談が必要です。下記必要書類を提出してください。

必要に応じてその他の書類の提出を求める場合があります。

【居宅介護支援事業所】

・個別相談様式

・居宅サービス計画１～４表

備考

・他のサービス(介護施設、(看護)小規模多機能型居宅介護など)との比較検討により短期入所生活介

護又は短期入所療養介護（以下「短期入所生活介護等」という。）を選定した理由を個別相談様式

に詳細に記載してください。他のサービスではなく短期入所生活介護等である必要性を記載してく

ださい。

・金銭面を理由に短期入所生活介護等を選定した場合は、対象者の金銭状況が確認できる書類（収

入や預金などを確認できるもの）および利用する短期入所生活介護等の料金表、比較検討を行った

他施設の料金表もあわせてご提出ください。

○その他個別相談

下記必要書類を提出してください。

必要に応じてその他の書類の提出を求める場合があります。

【居宅介護支援事業所】

・個別相談様式

・居宅サービス計画１～４表

・その他相談者が必要と考える書類

【介護予防支援事業所】

・個別相談様式

・介護予防サービス支援計画表

(A～E表別紙)

・その他相談者が必要と考える書類


